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(57)【要約】
【課題】リアルタイム性が要求される場においても適用
可能な簡易的な手法を用いて、従来と同等の画像処理結
果が得られるようにする。
【解決手段】撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影
時に得られたパラメータに基づいて画像処理パラメータ
を決定する画像処理手段を設け、ヒストグラムの作成や
、撮影画像上での適正露光領域の選択など、膨大な計算
を必要とする処理を不要にするとともに、所望の結果が
得られるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影時に用いたパラメータ、もしくは得られたパラメータに基づいて画像処理パラメー
タを決定する画像処理手段を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測光位置の近傍から選択的に抽出された輝度情報
から撮影後の画像の階調変換テーブルを決定することを特徴とする請求項１に記載の画像
処理装置。
【請求項３】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測光位置情報に基づき、撮影後の画像に局所選択
的なバンドパスフィルタを適用することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測距位置の近傍から選択的に抽出された輝度情報
から撮影後の画像の階調変換テーブルを決定することを特徴とする請求項１に記載の画像
処理装置。
【請求項５】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測光位置情報に基づき、撮影後の画像に局所選択
的なバンドパスフィルタを適用することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記画像処理手段は、撮影中に得られたカメラの動きパラメータからぶれ補正フィルタ
の種類と係数とを算出して、撮影後の画像に前記バンドパスフィルタを適用することを特
徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　異なる露光条件で撮像された複数の画像からなる画像群を処理して一つの広ダイナミッ
クレンジ画像を生成する画像処理装置であって、
　撮影時に用いたパラメータ、もしくは得られたパラメータで画像処理パラメータを決定
する画像処理手段を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた露光量パラメータに基づき、合成後の画像の階調
変換テーブルを決定することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた露光量パラメータに基づき、合成後の画像に局所
選択的なバンドパスフィルタを適用することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置
。
【請求項１０】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測光位置の近傍から選択的に抽出された輝度情報
から合成後の画像の階調変換テーブルを決定することを特徴とする請求項７に記載の画像
処理装置。
【請求項１１】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測光位置情報に基づき、合成後の画像に局所選択
的なバンドパスフィルタを適用することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測距位置近傍から選択的に抽出された輝度情報か
ら合成後の画像の階調変換テーブルを決定することを特徴とする請求項７～１１に記載の
画像処理装置。
【請求項１３】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた測距位置情報に基づき、合成後の画像に局所選択
的なバンドパスフィルタを適用することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記画像処理手段は、撮影中に得られたカメラの動きパラメータからぶれ補正フィルタ
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の種類と係数を算出して、撮影後の画像に前記バンドパスフィルタを適用することを特徴
とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記画像処理手段は、撮影時に用いた露光量パラメータから合成後の画像の画素出力の
信号対雑音比を算出し、前記信号対雑音比に基づき階調変換テーブルを作成して、階調変
換を行うことを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記バンドパスフィルタは、エッジ強調フィルタであることを特徴とする請求項３、５
、９、１１または１３の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記バンドパスフィルタは、ローパスフィルタであることを特徴とする請求項３、５、
９、１１または１３の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラメータに基づいて画像処理
パラメータを決定する画像処理工程を備えたことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１９】
　異なる露光条件で撮像された複数の画像からなる画像群を処理して一つの広ダイナミッ
クレンジ画像を生成する画像処理方法であって、
　撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラメータで画像処理パラメー
タを決定する画像処理工程を備えたことを特徴とする画像処理方法。
【請求項２０】
　撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラメータに基づいて画像処理
パラメータを決定する画像処理工程を備えた画像処理方法をコンピュータに実行させるこ
とを特徴とするプログラム。
【請求項２１】
　異なる露光条件で撮像された複数の画像からなる画像群を処理して一つの広ダイナミッ
クレンジ画像を生成する画像処理方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラメータで画像処理パラメー
タを決定する画像処理工程を備えた画像処理方法をコンピュータに実行させることを特徴
とするプログラム。
【請求項２２】
　請求項２０または２１に記載のプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置及び画像処理方法に関し、特に、所望の画像出力を得るために行
う画像処理パラメータを決定するために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像処理は、何らかの手段で得た画像情報を、望む見え方に変換するため、つまり、所
望の画像出力を得るために行う。例えば、原画像を、よりくっきりとした見え方にしたり
、より暗部のコントラストを高めたり、あるいは逆に、ある部分やある階調の領域を目立
たせなくしたりするための画像処理が知られている。
【０００３】
　従来の画像処理の方法は様々あるが、大別すると、画像処理を行うオペレータ（ユーザ
）が画像を見ながら、画像に調整を行い、自分の望む結果を得られるように行う画像処理
と、あらかじめ決められた規則に基づき一義的に処理を適用する画像処理に分かれる。
【０００４】
　あらかじめ決められた規則に基づき一義的に処理を適用する画像処理方法は、さらに、
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撮影結果のデータによらず一義的にある処理を適用する手法、及び撮影結果の画像データ
そのものから処理の詳細を決定する手法の２つに大別される。
【０００５】
　データによらず一義的にある処理を適用する方法としては、あらかじめ設定されたトー
ンカーブに基づいた階調変換や、画像のエッジを強調したり、ぼかしたりするバンドパス
フィルタの適用などが挙げられる。
【０００６】
　また、撮影結果の画像データそのものから処理の詳細を決定する手法としては、ヒスト
グラム平均化手法があげられる。その技術の詳細は、GonzalezとWoodsらによるDigital I
mage Processing(ISBN0－20－118075－8)に記載されている。
【０００７】
　また、異なる露光条件で撮影された複数の画像としては、画像処理を施し、一枚のダイ
ナミックレンジの広い画像を作成するという例がある(例えば、特許文献１を参照)。前記
特許文献１においては、異なる露光条件で撮影された複数の画像に対して、それぞれ適切
露光で撮影された領域を切り出し、その切り出した領域のヒストグラムなど、撮影データ
に基づいて階調変換方法、変換パラメータを決定するようにしている。
【０００８】
　次に、その決定に基づき階調変換を施した後、切り出した領域をつぎはぎして一枚の広
いダイナミックレンジの画像を得る。そこでは、撮影結果の画像データそのものを精査し
、その結果に基づいて処理のパラメータを決定する手法が用いられている。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００-２２８７４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、前述のそれぞれの手法では、演算数を省略して所望の結果を得たい場合
に、様々な課題が生じる。すなわち、あらかじめ決められた固定のトーンカーブ、バンド
パスフィルタによる階調変換においては、選択されたトーンカーブの特性やバンドパスフ
ィルタの周波数特性によっては、必ずしも画像処理によって所望の結果を得られない問題
点があった。
【００１１】
　例えば、得られた画像のコントラストを増すために、輝度に対してトーンカーブを用い
た変換を適用する際、そのトーンカーブがコントラストを増そうとした輝度領域に属する
輝度が存在しない場合があり得る。そのような場合は、トーンカーブを適用することで逆
に画像のコントラストは減少する問題点があった。
【００１２】
　また、画像の輪郭を強調するために、ハイパスフィルタを用いたエッジ強調を適用した
場合、例えば画像がランダムノイズを多く含む、信号対雑音比の低い画像の場合である。
このような場合は、エッジが強調されるのと同時にノイズのざらつきも強調され、見づら
い処理結果しか得られない問題点があった。
【００１３】
　前記特許文献１に記載の手法においても、所望の結果を得るために、撮影後のデータを
前述の通り様々処理して画像処理の手法を決定している。したがって、ヒストグラムの作
成や、撮影画像上での適正露光領域の選択など、処理に膨大な計算を必要とする問題点が
あった。また、その処理によって所望の結果を得られる保証はないという問題点があった
。さらに、適正領域選択と画像処理の後、最後に足しあわせるという操作のために、合成
後の画像はつなぎ目で不連続になり、画質が著しく劣化する問題点があった。
【００１４】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、リアルタイム性が要求される場におい
ても適用可能な簡易的な手法を用いて、従来と同等の画像処理結果が得られるようにする
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ことを第１の目的としている。
　また、撮影者の意図を充分に汲みとった画像処理結果が得られるようにすることを第２
の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の画像処理装置は、撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラ
メータに基づいて画像処理パラメータを決定する画像処理手段を備えたことを特徴とする
。
　また、本発明の画像処理装置の他の特徴とするところは、異なる露光条件で撮像された
複数の画像からなる画像群を処理して一つの広ダイナミックレンジ画像を生成する画像処
理装置であって、撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラメータで画
像処理パラメータを決定する画像処理手段を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の画像処理方法は、撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラ
メータに基づいて画像処理パラメータを決定する画像処理工程を備えたことを特徴とする
。
　また、本発明の画像処理方法の他の特徴とするところは、異なる露光条件で撮像された
複数の画像からなる画像群を処理して一つの広ダイナミックレンジ画像を生成する画像処
理方法であって、撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラメータで画
像処理パラメータを決定する画像処理工程を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　本発明のプログラムは、撮影時に用いたパラメータ、もしくは撮影時に得られたパラメ
ータに基づいて画像処理パラメータを決定する画像処理工程を備えた画像処理方法をコン
ピュータに実行させることを特徴とする。
　また、本発明のプログラムの他の特徴とするところは、異なる露光条件で撮像された複
数の画像からなる画像群を処理して一つの広ダイナミックレンジ画像を生成する画像処理
方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、撮影時に用いたパラメータ、もし
くは撮影時に得られたパラメータで画像処理パラメータを決定する画像処理工程を備えた
画像処理方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、撮影時に用いたパラメータを用いて画像処理パラメータを決定するよ
うにしたので、計算量を減少させることができるとともに、良好な画像処理結果を得るこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態を図１を用いて説明する。
　図１は、システムのブロック構成と、データの流れを説明する図面である。以下、本実
施形態の撮像方法の一例を、図５のフローチャートを参照しながら説明する。
　撮像装置１０１のイメージセンサ１０２から撮影画像のデータ１０３を得るが、撮影終
了のタイミングとほぼ同時に撮影パラメータ１０４をあわせてカメラから得るようにして
いる（ステップＳ５０１）。撮影パラメータ１０４の例として、測光位置に関わるパラメ
ータ、測距位置に関わるパラメータ、及び露光条件に関わるパラメータをここでは挙げて
いる。
【００２０】
　撮影画像を取得中、もしくは取得直後に、それら撮影パラメータ１０４は変換パラメー
タ決定ブロック１０５で処理し、画像処理の手法、及びその詳細な処理パラメータを決定
する（ステップＳ５０２）。
【００２１】
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　処理パラメータは、符号１０６に示すような、例えば階調変換のための変換テーブル（
入出力対応表）や、バンドパスフィルタのフィルタの種類、及びカットオフ周波数であり
、それらが画像処理ブロック１０７に渡される。画像処理ブロック１０７では、処理パラ
メータに従い撮影画像を加工処理する（ステップＳ５０３）。次に、加工後画像１０８を
出力する（ステップＳ５０４）。次に、ステップＳ５０５において撮影を終了するか否か
を判断する。この判断の結果、撮影を継続する場合にはステップＳ５０１に戻って前述し
た処理を繰り返し行う。また、ステップＳ５０５の判断の結果、撮影を終了する場合には
エンド処理を行い、処理を終了する。
【００２２】
　前述のように構成した本実施形態の効果は以下の通りである。
　従来は、撮影画像のみに基づく処理行っており、ヒストグラムや入力画像の周波数など
、設計者が最適化の指標になるであろうと推測した尺度に基づき、画像処理を適用してい
た。これに対して、本実施形態の画像処理においては、撮影者の意図を明確に反映した画
像処理を実行することが可能になった。
【００２３】
　これは、本実施形態においては撮影パラメータこそが撮影者の意図を直接表していると
いう知見に基づき、そのパラメータに基づき処理を適用するようにしているからである。
例えば、測距位置、測光位置は、その位置にある被写体をもっとも最適に撮影したい、と
いうことを直接もしくは間接的に意味している。また、露光条件は、その露光条件が最適
に撮影可能な被写体輝度を有する被写体を撮影したいということを、直接もしくは間接的
に意味している。
【００２４】
　ところで、入力画像は数値の羅列であり、具体的な意味は何等持たないと言える。それ
に対して、前記に示したようなパラメータは具体的な意味を有している。本実施形態にお
いては、具体的な意味を有するパラメータを用いて画像処理を行うことにより、撮影者の
意図をより反映することが可能となった。
【００２５】
　本実施形態の別な効果として、計算量を大幅に削減できたことが挙げられる。従来の、
ヒストグラム平均化や、パターン認識など、撮影画像を精査する画像処理方法では、２次
元の膨大な画像データを扱わなくてはならなかった。それに対して、本実施形態では、撮
影パラメータの、高々数個のスカラー量を扱うだけでよい。したがって、変換パラメータ
決定ブロック１０５の構成を簡略化することができ、かつ決定までの時間も短縮すること
ができるので、これらの結果、計算量を大幅に削減できた。
【００２６】
（第２の実施形態）
　次に、図２を参照しながら本発明の第２の実施形態を説明する。
　図２は、前述した図１における撮像装置１０１を示している。波線で囲った部分２０１
は、撮像装置１０１が測距、測光に用いた位置の、イメージセンサ１０２の上における位
置を示している。また、符号２０２は画像処理に用いるパラメータの例を示している。
【００２７】
　本実施形態における処理の詳細を以下に挙げる。
（１）測距位置、測光位置の位置のパラメータそのものを用い、測距・測光位置を中心に
した局所的、選択的なエッジ強調による、注視被写体をくっきりと目立たせる処理。（２
）測距、測光位置のブロック２０２の有する輝度データの最大値、最小値、もしくは平均
値、メディアン値と分散値などから導かれたトーン変換テーブルに基づいたコントラスト
変換による注視被写体のコントラストを主に増加させる処理、などがある。
【００２８】
　第２の実施形態によって得られる効果としては、第１の実施形態と同様である。すなわ
ち、測距位置、測光位置のように、ユーザが意図して指定した位置を強調することによる
撮影者の意図の反映、及び測距位置や測光位置、及びその領域の画素値のように、撮影開
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始前に判明している撮影パラメータを利用した処理を行うことによる計算量の低減等が挙
げられる。
【００２９】
　前記の説明では、測距位置及び測光位置は、ユーザが意図して指定する、という前提だ
った。ここでいう「意図して指定」の定義であるが、ユーザが視野中のある場所を、ポイ
ンティングデバイスで明示的に指定することのみには限定されない。
【００３０】
　例えば、ユーザが選択アルゴリズムを選択し、そのアルゴリズムによって位置を指定す
ることも、ユーザの意図を間接的に反映していることから、「意図して指定」の範疇に含
まれる。また、何も選択せず、常に画面の中央部、もしくはその付近のみで固定して測距
、測光する場合も、ユーザが認めた上での測距測光であるので、「意図して指定」の範囲
に含まれるものとする。
【００３１】
（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態として、カメラの動きパラメータを用いた画像処理の一例を説明
する。
　カメラに加速度センサ、角速度センサなどを搭載することで、カメラが撮影中にどのよ
うに動いたかという、時刻に対してのカメラの動き情報を撮影時に得ることができる。一
方、撮影中にカメラが動いてしまうことで、取得したい画像はぶれて、ぼやけた画像が得
られるが、前記のカメラの動きパラメータを用いて、ぶれの影響を逆フィルタを用いて除
去することで、ぶれの影響を回避することができるようになる。
【００３２】
　ここで、逆フィルタの例としては、例えばWienerフィルタを挙げることができる。なお
、Wienerフィルタとは、像復元への古典的なアプローチ及び、元の部類分けのされていな
い信号とその復元像との間の平均二乗誤差を最小にする試みをまとめた方法である。
【００３３】
　この第３の実施形態で得られる効果は以下の通りである。従来、カメラの動き情報を、
画像処理のオペレータが推測して与えたり、もしくは可能な限りの試行を行いもっともよ
い結果が得られるフィルタを選んだりしていた。それに対して、本実施形態においては撮
影時に得られたカメラのパラメータを用いるようにしたので、逆フィルタを画像の精査な
く決定することができ、高速に処理することが可能になった。
【００３４】
（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態を説明する。
　図３は、システムのブロック構成及び、データの流れを説明する図面である。撮像装置
１０１においては、本実施形態では撮影が２回行われ、符号３０１に示すように２枚分の
撮影画像が得られる。
【００３５】
　本実施形態においては、それら２枚分の撮影画像を、画像合成ブロック３０２において
合成する。ここでは、合成の手法として、得られた複数画像のうち、露光量の多い画像の
飽和している部分を、露光量の少ない画像の同一部分から持ってきて、ゲインを調節した
画像データで置き換えるという公知の手法を用いている。
【００３６】
　一方、撮像装置１０１からは、画像とは別に、撮影に用いたパラメータが出力される。
ここでは、２度撮影しているので、露光条件、測光位置、測距位置などのパラメータは、
符号３０３に示すように、複数存在している。
【００３７】
　パラメータ３０３は、第１の実施形態と同様に、変換パラメータ決定ブロック１０５に
送られ、そのブロックで変換に関する詳細が決定される。その詳細な変換パラメータに基
づき、画像処理ブロック１０７は合成後の画像に処理を施し、加工された画像３０４を出
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力する。
【００３８】
　前述した特許文献１に代表される従来の方式においては、複数の撮影画像３０１に対し
て、画像合成ブロック３０２と同等の機能ブロックにおいて合成されるよりも前に、膨大
な計算量を有する処理が必要であった。例えば、「適切露光で撮影された領域の切り出し
」、「切り出した領域のヒストグラムを作成するなどの、複雑な解析作業」、「解析結果
に基づいた階調変換」等である。本実施形態では、それらをすべて省略することができ、
計算量の大幅な削減が可能となる。
【００３９】
　また、画像合成時に、前記特許文献１に代表される従来例では、別々に画像処理された
２枚の画像をつなぎ合わせるという作業が生じる。従来においても、そのつなぎ目を目立
たせなくするようにぼかす、といった対策は示されているが、本質的な対策ではなく、対
症療法であることは否めず、効果はあまり期待できなかった。
【００４０】
　それに対して、本実施形態においては、階調変換などを何等せずに、まずは合成を行っ
ている。合成直前の複数枚の画像を構成する画素のデータは、被写体の輝度に対してほぼ
完全な線形性を有している。これにより、単純な一次変換によるゲイン調節によって全く
不連続のない合成後の画像を得ることができ、合成後の画像のつぎはぎが無いという点で
従来手法よりも圧倒的に優れている。
【００４１】
　そして、合成後に階調変換やバンドパスフィルタ処理を行うが、それら画像処理は従来
と同様に、単一の画像に適用されるので、従来例のようにつぎはぎが生じる余地もない。
なおかつ、それら処理に関わるパラメータは、画像のヒストグラム作成など、画像データ
の精査を全く必要としない、撮影パラメータを用いる手法で決定されるので、処理方法の
決定までの計算量が大幅に削減できる。
【００４２】
（第５の実施形態）
　次に、本発明にかかる第５の実施形態を説明する。
　図４は、複数露光画像を合成後、露光量をパラメータに画像処理を行う例を説明する特
性図である。（ａ）の４０１に、横軸に被写体輝度、縦軸に画素出力で示す光電変換特性
を示した。図４（ａ）において、細い線は露光量が多い場合の光電変換特性を示している
。また、太い線は露光量が少ない場合の光電変換特性であり、点線はそれぞれ画素の出力
が飽和するレベルを示している。
【００４３】
　図３に示した画像合成ブロック３０２においては、図４（ｂ）において、光電変換特性
４０２に示すように、少ない露光量の撮影で得られた画素のゲインを、少ない露光で撮影
した画像の露光量と、多い露光で撮影した画像の露光量の比で調節する。次に、多い露光
で撮影した画像中で飽和している部位を少ない露光で撮影した画像の同一箇所と置き換え
ることで、連続な一つの広ダイナミックレンジな光電変換特性を作成するようにしている
。
【００４４】
　ただし、このような画像処理を行った場合、図４（ｃ）において符号４０３で示した、
画素出力に対する信号対雑音比(S/N)の特性図に示すように、露光量が異なる画像データ
を切り替える境目となる露光量近傍において、信号対雑音比は非連続になる。ゆえに、こ
のような画像をこのまま画面に表示した場合、例えば緩やかなトーン変化を見せる被写体
がこの非連続性をまたいでしまうと、ざらつきなどが非連続に現われてしまい、見え方が
不自然になる問題点が発生する。
【００４５】
　本実施形態においては、そのような問題点を避けるために、図４（ｄ）において、符号
４０４内に示した「低S/N」領域を速やかに発見し、圧縮する手段を設けて見え方が不自



(9) JP 2008-52566 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

然にならない画像処理を実現するようにしている。
【００４６】
　以下、図６のフローチャートを参照しながら、「低S/N」領域を速やかに発見し、圧縮
する手順の一例を説明する。
　まず、露光量から、画素出力のうちの低S/N領域を算出する方法を示す。処理が開始さ
れると、最初のステップＳ６０１において、S/Nが低い(低S/N)状態にあるかどうかを判定
するための「しきい値:THRES」を設定する。この「しきい値:THRES」は、１回の撮影で得
る最大の信号、つまり飽和画素出力(SAT)を「１」としたときの比で表される。なお、「
しきい値:THRES」の設定はあらかじめ、もしくは設計時に設定するようにしてもよい。
【００４７】
　次に、ステップＳ６０２に進み、本撮影となる多重露光を行うが、その際に、小さい露
光量で撮影したときの露光量(Ev＿small)と、大きい露光量で撮影したときの露光量（Ev
＿large）の２つのパラメータをカメラから取得する。
【００４８】
　次に、ステップＳ６０３に進み、低S/N領域の算出を行う。この算出は、合成後の画像
がもつ画素出力の範囲のうち、例えば、飽和画素出力(SAT)以上、かつ、「THRES*SAT*Ev
＿large/Ev＿small」以下の範囲にある画素出力を低S/N領域にあると判断して行う。
【００４９】
　次に、ステップＳ６０４に進み、画像処理を行うための階調変換テーブル（階調変換カ
ーブ）を作成する。この階調変換テーブルの作成において、低S/N領域の画素出力のコン
トラストが減少するように、原信号に対する変換後信号のゲインをそのほかの低S/N領域
以外に比べて低下させるようなテーブルを作成する。
【００５０】
　次に、ステップＳ６０５に進み、合成された広ダイナミックレンジ画像に階調変換を施
す。次に、ステップＳ６０６において撮影を終了するか否かを判断し、終了しない場合に
はステップＳ６０２に戻って前述した処理を繰り返し行う。また、ステップＳ６０６の判
断の結果、撮影を終了する場合にはエンド処理を行い処理を終了する。
【００５１】
　本実施形態の特徴として、露光量から、合成後の画像の画素出力のうち、低S/N領域を
算出する。これにより、図４（ｄ）の符号４０４に示す階調変換テーブル（階調変換カー
ブ）を作成する際も、撮影した画像そのもののデータを精査する必要が全くなく、撮影終
了直後に高速に作成することができる。
【００５２】
　また、算出された低S/N領域に対して、階調変換ではなく、ローパスフィルタなどの周
波数変換処理を施すようにしてもよい。つまり、そのような場合は、例えば、前記算出さ
れた低S/N画素レベルに属する画素を一度合成後の画像から取得した後、それらの画素に
強いローパスフィルタがかかるようにする。そのような処理を行うことにより、ランダム
性の画像ざらつきを合成後の画像上で選択的に弱めることが可能になり、より自然な見え
方の画像処理を実現することができるようになる。
【００５３】
（本発明に係る他の実施形態）
　前述した本発明の実施形態における画像処理装置を構成する各手段、並びに画像処理方
法の各ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動作す
ることによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００５４】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等とし
ての実施形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用して
もよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００５５】
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　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施
形態では図５及び図６に示したフローチャートに対応したプログラム）を、システムある
いは装置に直接、あるいは遠隔から供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコン
ピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成さ
れる場合を含む。
【００５６】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００５７】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００５８】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷなどがある。また、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（
ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などもある。
【００５９】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、前記ホームページから本発明のコ
ンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【００６０】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【００６１】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、ダウンロードした鍵情報を使用す
ることにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現
することも可能である。
【００６２】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。その他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述し
た実施形態の機能が実現され得る。
【００６３】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。そ
の後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施形態
の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の第１の実施形態を示し、システムのブロック構成と、データの流れを説
明する図である。
【図２】本発明の第２の実施形態を示し、撮像装置が測距、測光に用いた位置の一例を説
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【図３】本発明の第４の実施形態を示し、システムのブロック構成及び、データの流れを
説明する図である。
【図４】本発明の第５の実施形態を示し、複数露光画像を合成後、露光量をパラメータに
画像処理を行う光電変換特性の例を示す図である。
【図５】第１の実施形態の撮像方法の一例を説明するフローチャートである。
【図６】「低S/N」領域を速やかに発見して圧縮する手順の一例を説明するフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００６５】
１０１　撮像装置
１０２　イメージセンサ
１０３　撮影画像のデータ
１０４　撮影パラメータ
１０５　変換パラメータ決定ブロック
１０６　階調変換テーブル
１０７　画像処理ブロック
１０８　加工後画像

【図１】 【図２】
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